
 

 

 

生活困窮者自立支援制度について 

 

平成 27 年４月に生活困窮者自立支援法が施行され、生活保護に至っていない生活困窮者に対

する相談支援が制度化されます。 

本市では、各区において法に基づく自立相談支援事業を実施することとしていますが、相談窓

口の運用等については次のとおりです。 

 

１ 制度所管課について 

生活保護制度との一体的な運用を行うため、区・局とも保護課を所管課として施行準備を進

めてきましたが、新制度の施行に伴い、所管課の名称を、区・局とも「生活支援課」に変更し

ます。 

〈名称変更の理由〉 

① 従来の生活保護制度に加え、生活困窮者自立支援制度を所管すること 

② 市民の皆様にとって、相談しやすい名称とすること 

③ これまでの個別支援に加え、広く地域と協働した生活支援を目指すこと 

 

２ 相談窓口について 

各区生活支援課の相談窓口の運用は、次のとおりとします。 

○経済的なお困りごとに対して、幅広く受け付ける相談窓口とします。 

○窓口での相談業務については社会福祉職の職員が対応することとし、専門職のノウハウ

を活かした包括的な相談対応を行います。 

○新制度による継続的な支援を行う方には、各区に新たに配置する「自立相談支援員(嘱

託員)」が、社会福祉職と連携しながら、就労支援などのきめ細やかな支援を行います。 

 

３ 新制度の周知・広報について 

新制度の相談窓口について、自治会・町内会、民生委員の皆様への御説明を順次行っていく

ほか、広報よこはまへの掲載に向け、調整を行っています。 

また、支援を要する方が早期に相談窓口に繋がるよう、関係機関等への周知・広報も含め、

支援制度のＰＲに継続的に取り組んでいきます。 
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